
 

 

 

徳島市公共施設等総合管理計画の概要 

（令和４年３月改定版） 

 

第１章 計画の趣旨 

第１節 背景と目的 

   わが国では、高度経済成長期に整備された多くの公共施設・インフラ（以下「公共施設等」と

いう。）の老朽化が進行していますが、生産年齢人口の減少等による税収の減少等により、厳しい

財政状況が予測され、公共施設等の大規模改修や更新における財源の確保は困難となるおそれがあ

るほか、少子高齢化の進行に伴う公共施設等の施設ニーズの変化等への対応が課題となっています。 

本市においても、同様の課題を抱えていることから、保有する公共施設等の全体状況を把握する

とともに、公共施設等を取り巻く状況及び将来の見通し等を分析し、将来にわたって持続可能な行

政サービスが提供できるよう公共施設等の管理に関する方針等を定めた「徳島市公共施設等総合管

理計画」（以下「本計画」という。）を平成 28年 12月に策定しました。 

このたび、計画が一定の期間を経過したことから、計画に基づき作成した個別施設毎の長寿命化

計画（個別施設計画）をベースに、本市を取り巻く状況の変化やこれまでの取組を計画に反映し、

公共施設等の管理に関する取組をさらに進めるため、本計画を改定します。 

 

第２節 計画の位置付け 

本計画は、国の「インフラ長寿命化基本計画」に基づき、各自治体に対して平成 28 年度中の策

定が要請された行動計画に当たるものであり、「徳島市行財政改革推進プラン 2021～質の高い持続

的な成長の実現～」において戦略 8「経営資源の有効活用」の取組項目のひとつである、公共施設

の最適化に関する基本指針として位置付けています。 

 

第３節 対象施設 

公営企業も含めた本市が保有する公共施設等を対象とします。 

 

 

第２章 公共施設等の現況及び将来の見通し 

第１節 人口推移と将来展望 

本市の総人口は、平成 7（1995）年の 26.9 万人をピークに、令和 2（2020）年には 25.2 万人へ

と減少し、何ら対策を講じなかった場合、平成 37（2055）年には 18.3万人まで減少するとともに、

年少人口及び生産年齢人口の減少により、さらなる少子高齢化の進行が見込まれます。（図 1） 

なお、「徳島市人口ビジョン」では、令和 42（2060）年に 24万人超の人口維持を掲げています。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

※端数処理の関係で、合計と内訳の計が一致しない場合があります（以降の図においても同様）。 

 

 

 

第２節 財政状況の推移と現状 

１ 歳入の推移 

普通会計における過去 15年間の歳入総額は、平成 17（2005）から平成 20（2008）年度までお

おむね 800億円台後半でしたが、平成 21（2009）年度以降は 900億円台で推移しています。 

歳入総額増加の大きな要因は、「依存財源」の総額増加が挙げられ、令和元（2019）年度では

519億円（歳入総額の 52.1％）まで増加しています。 

また、「自主財源」の多くを占める地方税収入は、歳入総額の 40～50％程度（400 億円前後）

で推移しています。 

 

２ 歳出の推移 

普通会計における過去 15 年間の歳出総額は、おおむね 800 億円台後半から 900 億円台で推移

しています。歳出の内訳をみると、歳出総額に占める義務的経費比率はおおむね 50％台後半から

60％の間で推移しています。義務的経費のうち、扶助費は毎年増加傾向にあり、平成 17（2005）

年度の 177億円から、令和元（2019）年度では 313億円へと 77％程度増加しています。 

 

３ 公共施設及びインフラにおける整備費の推移 

   普通会計における過去 10年間の普通建設事業費のうち公共施設整備費は、22.3億円から 45.2

億円へと約 2 倍に増加しています。企業会計や特別会計における公共施設整備費はおおむね 1.4

億円から 2.8億円の間で推移しています。 

   インフラ整備費は、普通会計等合計で、48.3億円から 61億円の間で推移しています。 

 

 

図１：人口推移と将来推計 



 

 

 

４ 有形固定資産減価償却率の推移 

   本市が保有している有形固定資産の減価償却の割合を示す有形固定資産減価償却率は、固定資

産台帳の整備開始年である平成 27（2015）年度から年々上昇し、令和元（2019）年度末の減価償

却率は 67.2％となっており、政令市を除く 30の他の県庁所在都市と比較しても、本市は全体平

均を上回っていることから、公共施設等の老朽化が進行していることがわかります。 

 

第３節 公共施設等の現況と課題 

１ 公共施設等（建物）の保有状況及び年度別整備状況 

⑴  公共施設等（建物）の保有状況（添付資料１－図１） 

本市が保有する公共施設等（建物）は、延床面積の合計が 93.6万㎡となっています。 

学校教育系施設と公営住宅で延床面積全体の 58.4％を占めていますが、他の県庁所在都市と

同程度の割合です。 

⑵  公共施設等（建物）の年度別整備状況（添付資料１－図２） 

築 30年以上経過した施設が 64.0万㎡（延床面積全体の 68.4％）を占めています。 

 

２ 公共施設等（建物）の保有量比較 

   一般会計における公共施設等延床面積において、本市は政令市を除く 30 の県庁所在都市と比

較すると 4番目に少なく、市民一人当たり延床面積は 3.24㎡/人で、9番目に少なくなっており、

施設保有量の面からは大きな課題は見られません。 

 

３ インフラの保有状況及び年度別整備状況（年度別整備状況は添付資料１－図３～５参照。） 

⑴ 道路 

  延長 1,598,470ｍ、面積 7,821,208㎡の道路（認定市道）を保有しています。 

⑵ 橋梁 

  延長 10,319ｍ、面積 65,084㎡の橋梁を保有し、法定耐用年数の 60年を超過した橋梁が面積

全体の 8.2％、整備後 30年以上を経過した橋梁が面積全体の 60.3％を占めています。 

⑶ 上水道 

  延長 1,186,159ｍの上水道（管路）を保有し、法定耐用年数の 40年を経過した管路が、延長

全体の 17.4％を占めています。 

⑷ 下水道 

  延長 416,466ｍの下水道（管きょ）を保有し、法定耐用年数の 50年を経過した管きょが、延

長全体の 17.1％を占めています。 

 

第４節 公共施設等の更新費の推計 

総務省が推奨していた「公共施設等更新費用試算ソフト」を使用し、本市が保有する公共施設等

と同様の規模を将来にわたって維持、更新し続けた場合の更新費の推計を行い、次の結果になりま

した。 

１  公共施設の更新費 

■今後 40年間で合計約 3,772億円、年平均約 94.3億円が必要 

２  インフラの更新費 

■今後 40年間で合計約 3,569億円、年平均約 89.2億円が必要 



 

 

 

第３章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本方針 

 第１節 現状と課題に関する基本認識 

１ 人口・財政・公共施設・インフラにおける現状と想定される課題について 

   

  

 

第２節 公共施設等のマネジメントの基本的な考え方 

１ 計画期間 

平成 29（2017）年度から令和 8（2026）年度までの 10年間。 

（今後 40年間を見通し期間とする） 

 

２ 基本目標 

将来にわたり安心安全に利用できる公共施設等を継承していくためには、既存の施設を最大限

に活用するとともに、財政的に持続可能な範囲で、効率的な維持管理やマネジメントを行うこと

が求められていることから、次の基本目標を掲げ、課題解決を図っていきます。 

 

 

 

３ 基本方針 

基本目標の実現に向けて、財政的に持続可能な水準へと規模の適正化を図り、将来世代の負担

増大を回避していくため、次の基本方針を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来世代への安心安全な公共施設等の継承



 

 

 

第３節 公共施設等マネジメントの実施方針等 

１ 実施方針 

基本方針① 保有資産の長寿命化・機能維持（品質確保） 

 実施方針 

   ⑴ 点検・診断の実施方針（現状把握の体制） 

  ア 点検・診断の実施  イ 情報集約と活用 

⑵ 安全・耐震性確保の実施方針（安心安全の確保） 

  ア 未利用施設の除却  イ 耐震改修の実施 

⑶ 長寿命化の実施方針（公共施設、インフラの長寿命化） 

  ア 予防保全型管理への移行  イ 長寿命化計画の策定・実施 

 

基本方針② 保有資産の縮減・規模の適正化（需給管理） 

 実施方針 

   ⑴ 施設整備の実施方針（効果的な施設整備） 

  ア 既存施設を活用した施設整備  イ 施設ニーズの変化への対応 

   ⑵ 量と規模の適正化の実施方針（施設の適正配置） 

    ア 公共施設の総量適正化  イ インフラの規模適正化の検討 

 

基本方針③ 運営の最適化・効率化（コスト削減） 

 実施方針 

   ⑴ コスト最適化の実施方針（歳出抑制策） 

  ア 更新費の削減  イ 更新費の平準化  ウ 維持管理経費の削減 

   ⑵ 財源確保の実施方針（歳入増加策） 

    ア 多様な主体との連携による更新財源の確保  イ 保有資産の収益化 

 

２ 計画のフォローアップについて 

⑴  情報共有方策の検討 

地方公会計制度への移行に伴い整備する固定資産台帳を活用し、公共施設等の情報共有の仕

組みを構築します。 

⑵  全庁的な取組体制の構築及び本計画の進捗管理 

徳島市公有財産活用推進会議において、全庁的に共通認識を図り、PDCAサイクルによる見直

しを実施し、進捗状況や取組効果の把握に努めます。 

 

第４節 計画目標 

 １ 目標設定の方針 

    課題解決に向けて、計画期間の今後 10年間における「計画目標」と、見通し期間の今後 40年

間の具体的な「将来目標」を設定します。なお、インフラは目標設定の対象外とします。 

    

 

 

 



 

 

 

２ 基本方針ごとの目標について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画目標を踏まえた公共施設等の経費の見込み 

    市の公共施設等の維持管理・更新等に係る今後 40 年間の経費の見込みについて、既存施設を

耐用年数経過時に単純更新した場合の見込みと、計画目標として掲げた長寿命化対策等を実施し

た場合の見込み（表 1）を比較すると、長寿命化対策等を実施することで財政負担の軽減が図ら

れると言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計画目標】
大規模改修や建て替え
時期を迎える施設の長寿
命化を図る。

【計画目標】
公共施設の複合化等に
より総量の縮減と必要な
機能の確保を図る。

【計画目標】
維持管理経費の削減や
民間資金等の活用を推
進する。

将来目標：長寿命化により標準的な耐用年数の1.5倍程度まで施設を活用する。

将来目標：人口規模に応じた公共施設の最適化を目指す。

将来目標：総量縮減や民間資金等の活用で維持管理経費の10％程度を削減する。

【保有資産の長寿命化・機能維持（品質確保）】

現在保有している公共施設及びインフラを長期間使用できるようにするとともに、

安心安全かつ快適に利用できるような機能の確保と維持を目指します。

【保有資産の縮減・規模の適正化（需給管理）】

現在の利用状況に加えて、将来の人口規模に応じた需要予測を踏まえ、公共

施設の保有量の縮減や、規模の適正化を目指します。

【運営の最適化・効率化（コスト削減）】

更新費が将来世代の負担増大とならないよう、運営の見直しによる新たな財源

の確保や、多様な主体との連携による効率化を目指します。



 

 

 

 

   

 

 

第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本方針をもとに、施設類型ごとの管理に関する

基本的な方針を設定します（添付資料２「施設類型ごとの管理に関する基本的な方針」）。 

  

表１：今後 40年間の公共施設等の維持管理・更新等に係る経費の見込み 



 

 

 

添付資料１ 

 

 

 

 

 

   

図２：公共施設等（建物）の年度別整備状況（延べ面積） 

図１：公共施設等（建物）の用途別保有状況（延べ面積） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３：橋梁の年度別整備状況（面積） 

図４：上水道（管路）の年度別整備状況（延長） 

図５：下水道（管きょ）の年度別整備状況（延長） 



添付資料２　「施設類型ごとの管理に関する基本的な方針」

１　「現状及び課題」と「これまでの取り組み」

⑴現状及び課題 ⑵これまでの取り組み

公共施設
(学校教育系施
設、子育て支援
施設、公営住
宅、供給処理施
設を除く。）

・公共施設の60.7％が築30年以上経過し、老朽化が
進行
・施設の維持管理や更新等に係るコストが増大
・比較的新しい施設についても、老朽化の進行により、
計画的に修繕や更新等を実施することが重要

・平成27（2015）年までに、すべてのスポーツ施設で耐
震化が完了
・老朽化や安全確保等の対策として、必要に応じ施設
の長寿命化、防水工事等を実施
・コミセン、スポーツ施設、観光施設、福祉施設等で
は、指定管理者制度を導入、維持管理経費の節減を
実施
・整備計画、修繕計画、長寿命化計画、業務運営計画
等を策定済の施設は、各計画に基づき管理運営を実
施
・市文化センターに代わる新たなホールの整備につい
て、徳島県と本市との協調のもと県立ホールとして整
備を進める

学校教育系施設

・小・中学校の67.5％が築30年以上経過し、老朽化に
伴う施設の損傷が顕著
・市立高校は、PFI事業が終了する令和6年度以降も
施設管理水準を維持する取り組みが必要

・地域の実情・児童・生徒数等を踏まえ、統合や廃止
を順次実施
・学校施設の耐震性や老朽化等を考慮し、建物の必
要性も検討し、修繕・改築等を実施
・市立高校ではPFI事業により、年間業務計画に基づ
き週１回の巡回点検、建物や設備の定期的な保守等
を実施
・平成27（2015）年度中にすべての学校教育系施設の
耐震化が完了
・児童・生徒の良好な学習環境を確保するため、平成
29（2017）年度から令和元（2019）年度にかけて、全て
の小中学校に空調設備を整備

子育て支援施設

・子育て支援施設の63.2％が築30年以上経過し、老
朽化に伴う修繕や更新費用が増大

・保育所・幼稚園は令和2（2020）年度に「新たな市立
教育・保育施設の再編計画」を策定し、今後は本計画
に基づき計画的に再編・整備
・学童保育施設は老朽化に伴い安全性の確保が懸念
される施設の修繕や更新等を実施
・児童館は地域の施設ニーズに対応した新施設の整
備や修繕を実施
・平成27（2015）年度中にすべての子育て支援施設で
耐震化が完了

公営住宅

・市営住宅の80.6％が築30年以上経過し、特にブロッ
ク造住宅の老朽化が著しく、住宅設備の劣化が進行
・入居者の高齢化が進行し、バリアフリー化された住宅
の増加への取り組みが必要
・高齢者世帯や母子世帯等が優先して入居できる特
定目的住宅の募集戸数の増加が必要

・「徳島市住生活基本計画」及び「徳島市公営住宅等
長寿命化計画」を改訂し、施設ニーズや課題を整理、
これらの計画をもとに、平成30（2018）年度の宮島住宅
の統合建替を実施するなど、計画的な修繕や統合、
建替を実施

供給処理施設

・東部環境事業所のごみ焼却施設は築40年が経過
し、老朽化が顕著で新施設の整備の検討が必要
・西部環境事業所のごみ焼却施設は、老朽化に伴い、
ごみ焼却量の低下や維持管理費の増大が懸念
・し尿処理施設は稼働開始後35年が経過しており、現
施設の延命化をするとともに、新施設の整備の検討が
必要
・西須賀最終処分場汚水処理施設は経年劣化等によ
り、汚水処理槽等の大規模な修繕が必要
・供給処理施設の多くは、過酷な稼働環境や、連続稼
働による消耗等により、性能低下や耐用年数が短縮

・東部環境事業所のごみ焼却施設では、平成5（1993）
年度に煙突の改修工事、平成15（2003）年度に炭素
繊維シートによる煙突の補強工事、平成12（2000）年
度から平成13（2001）年度にはダイオキシン対策工事
を実施
・平成24（2012）年度及び平成25（2013）年度に、東部
環境事業所ごみ焼却施設及びし尿処理施設で耐震
診断を実施、令和2（2020）年度に、し尿処理施設の第
1工場棟の耐震補強工事を実施
・西部環境事業所のごみ焼却施設では、平成13
（2001）年度にダイオキシン対策工事を実施
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⑴現状及び課題 ⑵これまでの取り組み

道路・橋梁

・施設の老朽化が急速に進行することが予想され、修
繕や更新費用が増大

・橋梁は平成26（2014）年度から橋梁定期点検を、道
路施設は平成25（2013）年度から路面性状調査や道
路附属物点検を実施
・除草、植栽管理、路面清掃、パトロール等の日常的
な維持管理を実施

上水道

・高度成長期に整備された水道施設の多くが老朽化し
つつあり、今後更新需要が増加していくが、水需要が
減少を続けている状況を踏まえた施設規模への計画
的な更新や、必要な財源確保のための財務基盤の強
化の必要
・管路の材料について、耐久性の実証等に時間を要
することや、過去の事故原因に照らした適切な材料選
定が課題

・平成18（2006）年度に取水・浄水・送配水施設の耐震
一次（簡易）診断を、平成19（2007）年度には取水・浄
水・送配水重要拠点施設の耐震二次（詳細）診断を実
施
・平成30（2018）年度に新たに策定した「徳島市水道ビ
ジョン2019」と、それを上位計画とした「徳島市水道施
設整備計画」をもとに、取水井の長寿命化及び耐震化
工事を実施
・平成2（1990）年度から平成21（2009）年度において、
2次にわたる配水管整備事業と第4期拡張事業を実施
・水道局本庁舎について、令和元（2019）年度に策定
した「徳島市上下水道局庁舎整備基本計画」をもと
に、耐震性を備えた新庁舎の整備を進める

下水道

・下水道事業開始後70年が経過し、老朽化が著しい
施設が多数存在
・ゲリラ豪雨等の気象変動に対する対策が必要

・令和元（2019）年度に「徳島市下水道ストックマネジメ
ント計画」を、令和2（2020）年度に「徳島市公共下水道
事業経営戦略」を策定し、適切な予防保全と計画的な
改築に取り組む
・都市下水路施設については、津田中央ポンプ場に
おいて「徳島市都市下水路ストックマネジメント計画」
に基づき、ポンプ施設を改築
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２　基本的な方針
①点検・診断等の

実施方針
②維持管理・修繕・更新等の

実施方針
③安全・耐震確保の

実施方針
④長寿命化の
実施方針

⑤量の適正化の
実施方針

公共施設
(学校教育
系施設、子
育て支援施
設、公営住
宅、供給処
理施設を除

く。）

・老朽化が著しい施設は、施設の運営に影響が生じ
る前に修繕や更新等を実施する
・施設の重要度や劣化状況、危険度等から優先度を
設定し、優先度の高い施設から計画的に修繕や更新
等を実施する
・災害時の拠点となる施設や避難所に指定されてい
る施設は、優先的に修繕や更新等を実施し、施設の
性能・機能低下の抑制に努める

・耐震基準を満たしていない施設は、危険性の高い
施設から耐震補強工事を実施し、安全性・耐震性の
確保に努める

・建物の構造や躯体、屋根、外壁等の部位ごとに異
なる耐用年数を考慮し、予防保全型管理による最適
な維持管理を実施し、施設の長寿命化を図り、財政
負担の軽減や平準化に取り組む

・人口減少や少子高齢化に伴う施設ニーズの変化、
老朽化に伴う修繕や更新費用等を総合的に判断し、
複合化や集約化、廃止等を含めた適正化を検討

学校教育系
施設

・予防保全型管理による適切な修繕・更新等に努め
る
・学校施設は地域の防災面において重要な役割を
担っているため、庁内の関連部局と連携し、防災機
能の強化を図る等、災害時等において十分な機能を
果たせる施設として適切に維持管理を行う

・空き教室等の状況や大規模改修の時期等を踏ま
え、地域拠点としての役割を考慮し、児童・生徒数
の推移や地域の実情等に応じて、統合や廃止等の適
正化について検討

子育て支援
施設

・園児数、待機児童数等から施設ニーズを把握する
とともに、老朽化に伴う修繕や更新費用、地域の実
情等を総合的に判断し、複合化や集約化・廃止等を
含めた適正化について検討する

公営住宅

・耐震基準を満たしていない市営住宅の更新や廃止
を進めるとともに、耐久性の向上に寄与する改善を
実施する等、施設の安全性を確保する

・「徳島市公営住宅長寿命化計画」に基づき、長寿
命化を図り、施設の性能・機能を維持し、安全性の
確保と財政負担の軽減や平準化に取り組む

・施設の老朽化や耐震化の状況に加え、入居率や施
設の配置状況、民間の住宅供給量等の現状や人口の
変動、施設ニーズ等の将来予測を総合的に判断し、
集約化や廃止等を含めた適正化を行う

供給処理
施設

・各種法令等に基づき、定期点検や精密機能検査を
実施
・定期的に各設備の状況や、炉内耐火物の損傷具合
を確認し、補修項目の検討に役立てる

・安定稼働できるよう整備計画を策定し、計画に基
づいた維持管理を行い、性能低下の抑制に努める

・耐震診断で耐震基準を満たしていなかった施設
は、可能な限り耐震補強工事を実施し、施設の安定
稼働を図る
・東部環境事業所は、適切な避難路の整備により安
全性の確保に努める
・耐震基準を満たしている施設は、点検による施設
の状態把握や老朽化対策を実施し、安全性・耐震性
を確保

・東部・西部環境事業所は、新施設が整備されるま
での間、予防保全型管理を行うことで施設の性能・
機能の維持に努める

・市民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上のため
の重要な施設であるため、将来の需要や劣化状況を
見据え、必要な規模及び機能を有する施設の整備に
努める

道路・橋梁

・橋梁は5年に1回の頻度で定期点検を実施し、健全
性の診断結果を4つの区分に分類する
・道路施設は、日常的なパトロールによる点検を実
施

・橋梁は、「徳島市橋梁長寿命化修繕計画」に基づ
き、対症療法型管理から予防保全型管理へ移行し、
修繕や更新等を実施
・道路施設は、重要度や安全性を考慮し、修繕や更
新等を実施

・橋梁は、「徳島市橋梁耐震化計画」や「徳島市橋
梁長寿命化修繕計画」に基づき、修繕や更新等を実
施し、施設の安全性・耐震性を確保
・道路施設は、パトロールや点検により損傷状況を
把握し、路線の重要度や、安全面等を考慮した上で
優先順位をつけ、修繕や更新等の実施により安全確
保に努める

・橋梁は、「徳島市橋梁長寿命化修繕計画」に基づ
き、重要度・損傷度により対策箇所の優先度を整理
・道路施設は、損傷の程度により優先度を決定し、
計画的に修繕や更新等を行うことで長寿命化を図
り、財政負担の軽減や平準化に取り組む

上水道

・管路は、点検・整備・関連工事立会や修理等の日
常保全業務と、毎年の漏水調査を実施
・漏水事故が多発する路線は、掘削を行い管材外面
の状態を直接調査
・管路以外の施設は、定期点検や法定点検を行い、
点検結果をデータベース化し、修繕や更新等の優先
順位の検討に役立てる

・管路布設は、管路情報（管種・埋設年度等）シス
テムを活用し、管路更新計画を策定
・水管橋等の露出した管路は、外面の塗装劣化、腐
食度及び重要度により優先順位を付けて維持管理を
行う
・埋設管の更新は、漏水事故が多発している路線
を、必要に応じて優先順位の繰り上げを行う
・発生した事故等の原因や修理内容をデータベース
化し、以降の更新計画に反映
・管路以外の施設は、将来の水需要を考慮した水運
用の効率化を検討し、拠点施設の重要度に合わせた
修繕や更新等を実施

・「徳島市水道施設整備計画」をもとに、施設状況
（緊急度）と重要度を踏まえ、優先順位をつけて老
朽化している施設の更新と同時に耐震化を計画的に
実施

・管路は、本市が堆積層上に位置することから、更
正工事等は行わず、自己防食機能を備えた外面耐食
塗装を施した耐震性能を有する管への布設替えを行
うことで長寿命化を図る
・管路以外の施設は、耐震診断結果をもとに、費用
対効果分析等を加味し、既存施設の長寿命化又は更
新等の判断を行う
・維持管理は、予防保全型管理に移行し、施設の性
能・機能を維持し、安全性の確保と財政負担の軽減
や平準化に取り組む

下水道

・「徳島市下水道ストックマネジメント計画」に基
づき、引続き点検・診断等を実施
・汚濁が著しい商業地の施設は、定期的に点検、清
掃を行う

・点検・診断等により緊急度が高い不具合は、修繕
を実施し、劣化状況や重要度により優先順位を付
け、年次的な修繕や更新等を実施

・「徳島市下水道ストックマネジメント計画」に基
づき、劣化状況や重要度を考慮し、年次的な修繕や
更新等を実施

・「徳島市下水道ストックマネジメント計画」に基
づき、予防保全型管理により長寿命化を図り、施設
の性能・機能を維持し、安全性の確保と財政負担の
軽減・平準化に努める
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・日常点検や定期点検、法定点検等を実施し、劣化
状況や危険度を把握する
・点検・診断結果等の履歴を蓄積し、老朽化対策等
に活用する

・児童・生徒の安心安全で最適な教育環境を目指
し、継続して安全性の確保に取り組む

・予防保全型管理による最適な維持管理を実施し、
施設の長寿命化を図り、財政負担の軽減や平準化に
取り組む

・施設の劣化状況や危険度等から優先度を設定し、
優先度の高い施設から計画的に修繕や更新等を実施


